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松島町教育委員議事録（令和元年 12月定例会） 

 

 

１ 招 集 月 日        令和元年 12月 20 日（金曜日） 

 

２ 招 集 場 所        松島町役場庁舎 301 会議室 

 

３ 出  席  者        内海俊行教育長、瀨野尾千惠委員（教育長職務代理者） 

          鈴木康夫委員、佐藤実委員、安倍七恵委員 

 

４ 説明のため出席した者              

 児玉藤子教育次長、赤間隆之教育課長、大宮司綾学校教育班長、石川祐吾生涯学習班長、 

佐藤淳中央公民館長兼文化観光交流館長兼勤労青少年ホーム所長、赤間香澄学校給食センター所長、 

佐藤弘也学校教育班主査 

 

５ 議 事 日 程       

１．開会  令和元年 12月 20 日（金曜日）午前 10 時 00分  開会 （録音開始） 

２．前回委員会の議事録の承認 

３．議事録の署名委員の指名   佐藤委員・安倍委員 

４．報告事項 

 （1）一般事務報告 

   （2）松島町社会福祉協議会認定こども園建設委員会について 

   （3）学校給食センター運営審議会について 

   （4）教育長報告 

   （5）12 月定例議会報告 

 ５．議事  

     議案第 1 号 松島町勤労青少年ホーム管理規則の一部改正について 

     （追加提案）議案第 2 号 教育委員会職員の任免について 

６．協議事項 

  （1）令和元年 12 月定例会について 

      日程案：令和 2年 1 月 31 日（金）午前 10 時 00 分 松島町役場 3 階 301会議室 

  （2）松島中学校視察について 

      日程案：令和 2年 1 月 31 日（金）午前 8時 40 分 松島町教育委員会集合 

７．その他 

  （1）市町村等教育委員会新任委員等実務研修会 

      日程案：令和 2年 1 月 31 日（金）午前 10 時 30 分 ホテル白萩 

  （2）宮城県市町村教育委員・教育長研修会 

      日程案：令和 2年 1 月 31 日（金）午後 1時 30 分 ホテル白萩 

８．閉会 
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６ 議 事 録       

１．開会   午前 10 時 00 分  

〔佐藤主査〕みなさん、おはようございます。（「おはようございます」の声あり） 

 これから松島町教育委員会令和元年 12 月定例会を開会したいと思います。 

 開会の挨拶を内海教育長よりお願いします。 

〔内海教育長〕改めまして、おはようございます。（「おはようございます」の声あり）今司会から令和元年と

いうお話がありましたけれども、この令和元年最後の定例教育委員会ということになりました。子どもたちも 24

日から冬休みに入っていく、23 日が終業式ということになります。先週までインフルエンザがなくてよかったな

とか思っていたら、終業式近くなったらばたばたと幼稚園、第五小学校で学級閉鎖とかということになりまして、

もう少しだったが残念だったなと思いつつも、ほかの子どもたちは元気に冬休みを迎えそうなので、事故もなく

うれしいなと思います。 

 今日もどうぞよろしくお願いします。 

〔佐藤主査〕ありがとうございました。 

 

２．前回委員会の議事録の承認 

〔佐藤主査〕続きまして、2番、前回委員会の議事録の承認について。 

 11 月定例会の議事録について、配布のとおり承認ということでよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）あ

りがとうございます。 

 

３．議事録の署名委員の指名 

〔佐藤主査〕続きまして、3番議事録署名委員の指名について。 

 今回は佐藤委員と安倍委員にお願いします。よろしくお願いします。 

 

４．報告事項 

（1）一般事務報告について 

〔佐藤主査〕続きまして、4 番、報告事項に移ります。（1）一般事務報告について、学校教育班からお願いしま

す。 

〔大宮司班長〕では、資料 1ページ、行事報告の方をお開き願います。 

 行事はごらんの記載のとおりとなっております。行事の報告期間が 11 月 30 日からとなっておりましたが、前

回の定例教育委員会議の後に、29 日社会福祉協議会にてこども園建設委員会というものが開催されまして、前回

の行事予定に入っておりませんでしたので、今回報告として入れされていただいておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 12 月 3 日なんですけれども、松島町要保護児童対策地域協議会の実務者会議ということで、ドメスティックバ

イオレンスとか、家庭内ＤＶとか、いろいろ問題を抱えているケースのお子さんにつきまして、継続案件で 16

件、新規で 6 件のケースについて情報交換がなされたところです。報告に関しては以上です。 

 続きまして、2 ページの方、行事予定の方をお開きいただきます。 

 年末、そして年始などで行事の方少なくなっておりますが、23 日、第 2 学期子どもたち終業式です。1 月の 8

日に始業式となっております。17 日ですが、県庁で初年度の英語教育推進協議会の連絡協議会ということで、進

捗状況の方を推進委員の方から報告する予定でございますので、参加してまいります。 

 以上、主な行事予定でございます。よろしくお願いします。 

 

〔佐藤主査〕続きまして、学校給食センターお願いします。 

〔赤間所長〕3 ページをお開きください。12 月 11 日に学校給食運営審議会が開催されまして、来年度からの給食

及び給食費の改定について協議が持たれました。詳しくは報告事項の（3）のほうで報告いたします。 

 さて、長い２学期も 23 日で終了ということで、給食は今回、今月 23 日まで実施されます。1 月は始業式の当

日 8 日から開始されます。本日お配りしました 1 月の予定献立表をごらんください。 

 今年度、食育事業で小学校 6 年生と中学 3 年生の方に給食の献立を立てようという取り組みをいたしました。

11 月までに募集した献立の中から選びまして、1 月の献立の方に取り入れております。裏面になりますが、子ど

もたちの工夫したポイントなどを掲載しております。自分のことだけでなくてみんなのことを考えて食べやすい

ものとか彩りなどを考えられていて、私もよい勉強になったと思っております。これが出てみんなが食べる様子
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をいろいろと想像しながら楽しみにしてございます。 

 以上です。 

〔佐藤主査〕それでは、学校教育班及び学校給食センターの報告について、ご質問等ございますか。よろしいで

しょうか。（「はい」の声あり） 

 

〔佐藤主査〕続きまして、生涯学習班からお願いします。 

〔石川班長〕では、資料 6 ページの方をお開きいただきたいと思います。 

 生涯学習班の方の行事でございますが、主なもののみ抜粋して説明をさせていただきたいと思います。 

 行事報告の欄をごらんいただければと思います。 

 12 月 7 日土曜日、松島湾三町巡回展、令和 2 年 2 月の 2日までの間、本町、七ヶ浜町、利府町の文化財を同一

会場に展示する文化財展が観瀾亭博物館において開催をされております。七ヶ浜町からは二月田貝塚出土資料、

利府町からは大貝窯跡の出土資料が展示されております。 

 12 月の 8 日日曜日、「こころ・はぐくみ隊パート 18」、創作活動教室の「こころ・はぐくみ隊パート 18」を

計 4 回の活動を終了し、閉講式を行いました。前回の教育委員会の際にもアナウンスをさせていただきましたが、

全 4 回の実施風景を次ページの方にまとめておりましたので、後ほどごらんいただければと思います。 

 引き続き行事予定をごらんいただければと思います。 

 12 月の 22 日日曜日、放課後子ども教室の三校合同イベントを品井沼農村環境改善センターで開催をいたしま

す。今回はジュニアリーダーと一緒に遊ぶ計画と企画をしているところでございます。 

 令和 2 年 1 月 27 日月曜日、文化財防火デー警防演習が瑞巌寺周辺で開催をされます。2019 年度はノートルダ

ム大聖堂、沖縄首里城、白川郷の火災が続きまして、文化庁の方でも火災予防に注意を期しており、本事業が形

骸化しないよう、実践的なものとなるように計画をしているところでございます。 

 続きまして、こちらのカラーの宮城県の地図が入った資料をごらんいただきたいと思います。 

 こちらの方ですけれども、新聞、またテレビ放送でご存じかとも思いますが、12 月 11 日、東京オリンピック

・パラリンピック競技大会組織委員会の方が全国の聖火リレールートの方、公表をいたしました。松島町ではご

らんの下にあります詳細ルートの地図のとおり、文化観光交流館、こちらを出発いたしまして、国道 45 号線を第

一小学校前で左折をします。そのまま南下をいたしまして海岸方面へ向かいます。そのまま 45 号線沿いを進み、

はせくら茶屋脇を右折し、天麟院、円通院前を通過しまして、瑞巌寺本堂前、中門をくぐりまして本堂の前で折

り返して、ゴールは中央広場という形になっております。その後、遊覧船で桂島を経由してマリンゲートに向か

うという予定となっております。町としましても、東京 2020 オリンピックを町民一丸となって盛り上げるため、

広報紙、ＳＮＳなどを活用しながら周知を図っていくという予定になっています。 

 以上でございます。 

 

〔佐藤主査〕続きまして、中央公民館・文化観光交流館・勤労青少年ホームお願いします。 

〔佐藤館長〕それでは、2 つほど報告をさせてもらいたいと思います。 

 まず 1 つ目は、11 月 30 日に行われましたアトレ・るのカラオケ大会でございまして、お手元に次第と資料を

お持ちしておりましたので、それを見ながら説明させてもらいたいと思います。これ、指定管理者であるＢＢＩ

の自主事業といたしまして、分館を含めた地域から懇親を深めたり一緒にやったりする事業ということで始まっ

たものでございます。去年は個人戦になったものですから、本当の真剣勝負でございましたが、本来分館同士の

交流とか懇親を深めたいという行事だったはずだということで、今回は分館の方から申し込みをしてもらいまし

て、分館対抗という形に持っていった次第です。写真を見てもらうとわかるんですが、個人で歌うんではなくて、

地域の何らかの工夫というか、そういったものを含めながらの歌とか踊りをしてもらったということでして、こ

れらの審査員は教育長と私、あとプロの方に最後の審査をしていただいた次第です。参加人数は 260 名ほど見に

きてもらったりしていましたので、かなりのにぎわいがありました。おもしろかったなという話もございました

ので、来年以降もこういった感じで進めたいなということでございます。 

 それから、もう一つでございますが、12月 8 日のいちょうの会主催のお楽しみ料理教室でございます。出席人

数は 20 名ほど出席しております。本来もっと多かったのですが、二十四、五名の参加申し込みがあって実際 20

名になったということです。１枚めくってもらいますと、教室のレシピが書いてございまして、6 品ほどを 2 時

間半ほどでつくったのですが、このクリーミーシーフードカレーなんですけれども、今はやりの粉からつくると

いうやつをやりまして、かなり初めてやる人には難しかったのですが、先生の教え方とかが手際よいのと上手だ

ったために私も参加したのですが、私でもできましたということでございます。参加された旦那さんというか、
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お父さんたちですが、奥様の方から、私が調子悪いときに何か１品でもできるようにと言われてきましたという

方もいらっしゃいましたので、これはもう人気があったので今後とも継続していければなと思っています。 

 それから、予定ですが、1 月 12 日、第 71 回目の成人式がございます。ご案内書を持ってきておりますので、

出席をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

〔佐藤主査〕それでは、生涯学習班及び中央公民館等の報告について、ご質問等ございますか。よろしいでしょ

うか。（「はい」の声あり） 

 

 （2）松島町社会福祉協議会認定こども園建設委員会について 

〔佐藤主査〕それでは、（2）松島町社会福祉協議会認定こども園建設委員会について、教育長から説明をお願い

します。 

〔内海教育長〕私の方から松島町の社会福祉協議会に関しての認定こども園の建設委員会について、大体こう概

要が出てきました。一旦ここでお知らせをしておきたいなと思います。 

 なお、この委員会には瀬野尾先生も入っていらっしゃいますので、私が言い足りない部分は後でフォローして

いただければと思います。 

 いろんな経過を経ながら、やっと認定こども園の建てる場所がほぼほぼ決定に近いようになりました。ここは、

運動公園のバックネットの後ろ側になります。もうちょっと縮小かけた地図をお見せすればよろしいのですがこ

れが上に走っているのが新しく建設している道路で 45 号線にぶつかっていきます。この後ろに民間用地を取得し

まして、新しい認定こども園を建てていくというような構想になっております。2 つ同じような建物、地図をお

見せしたんですけれども、駐車場の場所が違うので、2 つお示ししました。駐車場の数についても、足りないと

か多いとかという話がありますけれども、イメージとしてはこっち側に寄せた駐車場がいいのか、あっち側に寄

せた駐車場がいいのかということになっています。それから津波とかですね、そういうのには一切関係なくそう

いう心配をすることがないというような場所になりました。 

 なお、この認定こども園、主としては松島保育所、それから磯崎保育所の老朽化が激しいのでそちらの方も視

野に入れた形でこちらに建設しているというような意味合いのお話をいただきました。ただ、認定こども園です

ので、誰でもどこからでも地域問わず入ってこられますので、その辺は十分に考えてございます。 

 非常に簡単ですが、私からはこの程度まずまずお話ししますので、瀬野尾先生、何か抜けているところ。（「い

えいえ」の声あり）いいですか。（「はい」の声あり）ただ、これから認定こども園ができてくることによって、

幼稚園とかがかかわり方も少しずつ考えていかなきゃならないということになりますので、その辺もお含みいた

だきながら建設の推移を見守っていって、私たちの幼稚園側の方の考え方というのがおくれないように早く進ま

ないように、みたいな形で考えていけばいいのかなと思っております。 

 何かご意見、ご意見とか質問とかございますか。 

 

（質疑）  

鈴木委員 

 

内海教育長 

鈴木委員 

 

瀨野尾委員 

 

 

 

 

内海教育長 

児玉次長 

 

鈴木委員 

これの建設のスケジュール予定とか、予算とか、その辺の。（「これから」の声あり）全くこ

れから。 

 試算はしておりますけれども、これから。 

 建てる場所はいいんだけれども、そこら辺の予定のあるところで建てる場所だけを探すという

ことはないのではないかな。そこを教えてください。 

 よろしいですか。子ども子育て会議の委員会の方で答申したときは平成でしたから、平成31年

につくって、平成32年には開設という形で、町長からの諮問に対してそのようにお願いしたいと

いうことを答申しています。その後、場所決定等にいろいろ時間がかかったりしまして、今の段

階でここがここへ建設していいですよと議会等で通ってスムーズにいったとして、令和2年開設

予定というように伺って。（「令和2年って、すぐ」「来年」の声あり） 

 大体令和4年くらい。児玉次長。 

 教育課と町民福祉課が両方事務局にはなってはいるんですが、主として町民福祉課の方で準備

をしています。 

 これは町単ですか。予算は。 
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児玉次長 

 

 

 

 

鈴木委員 

児玉次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木委員 

児玉次長 

内海教育長 

佐藤委員 

 

 

児玉次長 

 

佐藤委員 

 

 

 

児玉次長 

 

 予算は今からの話ですが、町の今町立の保育士、幼稚園教諭を派遣できるというのが社会福祉

法人の社協とか観光協会ということで条例の定めがあります。ですから、民間ですとうちの町の

職員が出向することができないということもありまして、まず責任持って町で運営する町の職員

の処遇ということもあっての経緯だと聞いております。 

 あと、建設に関しましては、これが民地のために民地の取得の交渉に時間。 

 ここは民地ですか。 

 そうです。民地で多分複数の所有者がいますと、道路でもそうですが、一番その民地の取得交

渉に了解いただくのに時間がかかるので、それを見ましても、なるべく早くはしたいものの、令

和2年度で実施設計、土地取得交渉、令和3年度建設となると、早くて令和4年の4月スタートが最

短かということで、町民福祉の方ではこの間話をしておりました。今回の議会でも町長の方から

ぜひ自分の任期中に開設にこぎつけたいということなので、一番土地取得交渉等ですね、そこに

時間を要するので、すぐに来年つくってすぐ開設ということまでいけないということと、あとど

ちらの幼稚園、保育所からここに主に移動するかということもありますと、そちらの保護者への

周知期間というのもやっぱり一、二年要しますので、最短で令和4年4月開所を目指すことで事務

局の町民福祉課からは聞いております。 

 すると地権者との交渉もこれからということで。 

 そうですね。 

 現時点で一度、お話ししていた方がいいと思いまして、今回お示ししました。以上です。 

 2つの保育所を閉所して、そしてこども園というのをつくる。そうすると、こども園ですから、

今の幼稚園からも流れていくというのは当然考えられますよね。そうすると、保育所の2つのあ

れというのは、今定員何人でしたっけ。 

 磯崎と松島で120になります。この定員もですが、都市計画上のしばりだと100くらいになるそ

うです。2階にて120が可能かどうかの人数調整は今後の詳細設計の段階になります。 

 幼稚園から移る可能性っていうのはありますよね。そうしたときに、どのように今後の幼稚園

を存続させていくのかというようなことも含めて教育委員会で考えなくちゃいけないことなの

かなというような。こども園には4つの型があると言われていますよね。基本的には、社会福祉

協議会なので保育所型認定こども園みたいな感じになるわけですか。 

 そのようになる可能性もあります。幼保連携型で第二幼稚園。高城分園として午前中は同じ年

齢別教育やっているという、認定こども園にしていませんが、連携型で実際やっている例があり

ます。まず立ち上げて子どもたちの状況を見ながら、統合していくのかは、まだ確定しておりま

せんので、委員もおっしゃるとおり幼稚園について、認定こども園への移行を含めて検討してい

く必要があります。 

 

〔佐藤主査〕他にご質問等ございませんか。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

 

 （3）学校給食センター運営審議会について 

〔佐藤主査〕続きまして、（3）学校給食センター運営審議会について、事務局から説明をお願いします。 

〔赤間所長〕それでは、本日お配りいたしました資料、学校給食費の改定についてということで、資料には  

   させていただきます。 

 令和元年 12月 11 日に開催されました第 2 回松島町学校給食センター運営審議会でございますが、まず出席者、

委員 8 名、欠席 2 名、その他事務局側としまして教育長、教育次長、課長、所長が出席しております。 

 概要につきましては、６月にも審議会で状況説明をしているところではございますが、当日内海教育長が学校

給食費の見直しについての諮問書を読み上げまして、松島中学校校長であります高橋会長に手渡し、これを受け

まして会議を執り行ったものでございます。 

 初めに、報告事項として資料の 2 枚目の学校給食費に関するアンケート結果について、速報とありますけれど

も、この速報値について説明させていただきました。アンケートの結果ですが、ある程度値上げは仕方がないな、

62％、値上げしても質の高い食材の使用をという方が 26％ありましたということで報告いたしました。 

 次に、学校給食費の見直しについてということで、資料の 1 枚目の現在の課題、平成 26 年度から現在までに 6

％程度物価が上昇したこと、食材の高騰が続いていること、消費税が 10％引き上げられたことで燃料費や輸送費、

人件費などが今後食材料に添加されていくことを懸念されまして、さらに国の示す栄養価基準を保持し、安心安
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全な給食提供が難しくなってきていると説明されました。また、近隣の自治体も平成 2年の 4 月から値上げを予

定している中で、町としましては 1 週間当たりの単価を幼稚園が 260 円、小学校が 284円、中学校は 332 円とし

たいということで提案しまして協議をいただきました。最終的にいろいろと質疑とか意見を取りまとめまして、

令和 2年 4月からの学校給食費の値上げを承認いただきました。1食当たりの単価は幼稚園が 260円で 10円増額、

小学校が 280 円で 15 円増額、中学校が 330 円で 20 円増額とすることで了承いただいたものです。次の資料にあ

りますとおり、運営審議会からの答申としまして会長の方から答申書の方を受け取りました。 

 以上でございます。 

〔佐藤主査〕それでは、学校給食センター運営審議会について、ご質問等ございますか。 

（質疑）  

鈴木委員 

 

赤間所長 

 

 

 

鈴木委員 

赤間所長 

鈴木委員 

赤間所長 

 

 

鈴木委員 

瀨野尾委員 

 

 

 

 

 

 

佐藤委員 

 

赤間所長 

 

アンケート結果について、お聞かせをいただきたい。その他の中で何か特筆するようなコメン

ト、意見、どういうのがあったかお聞かせいただけるといいなと思います。 

給食費の金額についてというよりも、給食の回数を増やしてほしいという要望ですね。年間で

の給食回数というのはある程度学校の行事日程で決めてもらっている形になってくるんですけ

れども、子どもが多い世帯なんかですと幼稚園、小学校、中学校で給食、お弁当の日がばらばら

でとても大変ですというご意見がございました。 

これは難しいでしょうね。 

大変申し訳ありませんが、それは難しいです。 

難しい。なんかその方等に納得いくような措置を示せるといいですね。 

次年度以降の給食の回数については、学校の方にもお願いをしまして、来年度以降は今年度の

給食回数を増やしてもらうように調整させていただきまして、その対応については保護者のご意

見も反映する形になるかなと思っております。 

了解です。 

よろしいですか。以前から、回数が少ないということを私も発言したんですが、随分前から見

ると増えてきているんですよね。中学生でお弁当になるといつも買ってくるお弁当がとっても恥

ずかしいといいますか、思春期の子どもたちが気持ちの上でそういうことがあって、それがもと

で休む子もいるということを聞いたりします。学校から給食のない日が報告があるって聞いたの

で、私は学校が給食センターの方の都合でなしにしているのかと思ったらそうじゃないというこ

とですので、学校の方に今のように回数を増やす努力を求めるのはいいことだなと思います、は

い。ありがとうございます。 

5年前に上げて、約5年間同じ給食費でということで、今回値上げしてこれからの経済情勢なん

かは見通せないけれども、すぐ来年また上げますというような上げ方ではないんですか。 

こちらの方も審議会の委員の方から提案という形でいただいたんですけれども、やはり3年、5

年のスパンで給食費の見直しについては課題として上げていくべきだというお話がありました

ので、これは事務局の方としてもそういったことで検討していきたいと考えております。 

 

〔佐藤主査〕他にご質問等ございませんか。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

 

 

（4）教育長報告 

〔佐藤主査〕それでは、（4）教育長報告について、内海教育長からお願いします。 

〔内海教育長〕今回、教育委員にはこんな形で子どもたちが頑張っているということをお示ししたいなと思って

ペーパーにまとめました。どちらかというと、松島はスポーツが盛んなというようなイメージがつきますけれど

も、文武両道で一生懸命頑張っているということをぜひ委員にも知ってもらいたいなと思ってここに書かせてい

ただきました。 

 例えば、表彰関係で 1、税に関する標語で、もう塩釜税務署署長賞、つまりトップの賞をとっている子どもが

松二小の 6 年生にいると。しかもあと優秀賞 2 人、佳作だと 13 人も賞に入っているという事実がございます。 

 それから、第 3 回私のおすすめしたいポップ作品コンクールということで、松島中学校 2 年生が最優秀賞。右

側の一番上のポップ作品コンクールって何ぞやって言う方がいらっしゃるかと思うんですが、「かがみの孤城」

という本を読んだときの紹介文をポップ作品に仕立てるというようなことでございます。これが最優秀賞、県で

一番トップの賞をとっています。 
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 それから、３番目は全国中学校人権作文コンテスト塩釜地区大会で、人権という、なかなか作文を書くのが難

しい分野で、松島中学校 3 年生が優秀賞に入っています。また、応募総数 410 点のうちに 80 点ほど松島中学校が

書いたということで、塩釜地区協議会から感謝状をいただいております。 

 部活動関係はそこに県の新人戦が書いてあるんですが、県大会に行く子どもたちが数多くみられるという、こ

れは昔からの伝統ということでここに記しました。 

 18 ページごらんください。1 番目は、松島第五小学校 4年生が県の造形展に入選しました。これ「まち 100 ㎞

の旅」に出たときの思い出を絵に描いたやつです。これが作文宮城の第 68 号の表紙を飾るということで、私教員

経験長いんですが、この作文宮城の表紙を飾るという経験は初めてで、すごいことをやったなと思っております。 

 それから、ＭＯＡ美術館仙台児童作品展で、「スイカのあかちゃん」ということで、これも第五小学校 1 年生

が宮城県教育長賞をいただきました。 

 それから、右側は第 56 回県造形作品展特選の 2 人、松中生です。 

 仙台地区少年の主張、これは人権とちょっと違うんですけれども、これも松島中学校が出て、「のこしてくれ

たもの」ということで優秀賞に入っております。3 年生です。それで、ここに全文を紹介しておりますので、小

さい字で申しわけないんですが、機会があったら読んでください。 

 以上、子どもたちが 4 月から頑張っていることの一端、もっともっと本当はあるんですけれども、その一端を

ご紹介いたしました。励ましながら、スポーツだけじゃなくて、文武両道でこれからも頑張っていくように指導

してまいりたいなと思っております。以上です。 

〔佐藤主査〕ありがとうございました。それでは、教育長からの報告についてご質問等ございますか。よろしい

でしょうか。（「はい」の声あり） 

 

 

 （5）12 月定例議会報告 

〔佐藤主査〕続きまして、（5）12 月定例議会報告について、事務局から説明をお願いします。 

〔赤間課長〕12 月定例議会の報告をさせていただきたいと思います。 

 先月の定例会の方ですね、補正予算からの説明をさせていただいた内容につきましては、私立幼稚園の就園奨

励費補助金、こちらの減額補正、あと子育てのための施設等利用給付金、こちらのほうが国と県の方から歳入が

ありますのでその辺の増額の補正と、あと歳出分の補正をさせていただきました。 

 あともう 1 点、小学校の方の管理費の方ですね、難聴学級が新たに設置されますので、その整備に係ります金

額を補正させていただいて議決を得ております。 

 補正につきましては以上でございます。 

 あとは、こちらの方に一般質問の質問がありますが、1 番議員の杉原議員から質問を受けた内容につきまして

は、昨今のセクシャルマイノリティの配慮の点から、制服の選択に関してご質問がございました。その点につい

て 5 点ほど質問がございましたので、その点につきまして本町からの回答を説明したいと思います。 

 １点目です。現在の制服に対する考え方はということでございました。これまで当教育委員会で制服の見直し

に対する意見等というのはなかったということでまずお答えしております。また、現在の制服が昭和 41 年、今か

らすると 54 年前ですね、そこからスタートしたというような内容の制服でして、現在ではその価値観から、なか

なかデザイン的に古いんではないかという一部の意見もあったということもご説明を差し上げました。今現在こ

の制服、導入につきましては、ジェンダーレスの時代ということもございまして、それに配慮しました制服を選

択する学校も増えているということで、今後教育委員会といたしましては校長会等を通しまして意見交換会など

の実施をするようにこちらのほうからアドバイスをするというような内容でお答えしておりました。 

 2 点目につきましては、必要とする家庭での制服のリユース、再活用事業をということでご質問がございまし

た。こちらは、東日本大震災当時、転校なんかを余儀なくされた生徒ですね、保護者の協力をいただきまして、

リユースした制服を貸与したというような時期もございまして、今現在は特にそのような事業は行ってはおりま

せんけれども、緊急時にも対応して予備の制服、こちらを確保しているということでお答えしております。男子

生徒で言いますと 10 セット、女子生徒でありますと 30 から 40 セット、在庫というか予備の制服を用意している

ということでございます。 

 あと 3 点目です。生徒の自主性を育むための自由な服装で登校する、カジュアルデーの考え方はということで

ございました。このカジュアルデーの導入につきましては、特に実施をする、しないという明言はしませんでし

たが、カジュアルデーの導入が今後必要であるかどうか、学校の保護者会などと意見交換しながらその話を今後

出た場合にはしていくということでお答えしております。 
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 4 点目でございます。性的少数者ＬＧＢＴに対しての学校内における対応と子どもたちへの教育はということ

でのご質問でございます。こちらにつきましては、一人一人個性を尊重する大切さを町内の各小中学校の道徳な

どの授業で指導しております。ということでお答えしております。また、選択できる制服着用に関する考え方は

ということのご質問につきましては、制服の選択につきましては、今後の課題として聞き取り等していきたいと

いうような回答をさせていただいております。 

 あと、最後、5 点目でございます。制服に対するニーズ調査の実施をということで、またその結果を踏まえて

検討委員会の設置はどうですかということのご質問でございました。制服の見直しにつきましては、学校の保護

者会などから提案されて導入等に進むものと考えますので、実施の有無も含め今後校長会等の意見を出しながら

対応してまいりたいというような答えをさせていただいております。 

 1 番の議員の一般質問は以上の内容でお答えしております。 

 あと、2 点目は、赤間幸夫議員の③番目のところで、こども園の検討がなかなか長引いているんじゃないかと

いうご質問ございまして、先ほど説明申しましたとおり、町長は任期中には１箇所開設したいというようなこと

もございまして、その導入につきまして回答させていただいているというようなことでございました。 

 以上でございます。 

 

〔佐藤主査〕それでは、12 月定例議会報告について、ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。（「はい」

の声あり） 

 

 

５．議事 

〔佐藤主査〕それでは、会議を再開します。5番、議事に移ります。 

 議事は内海教育長の進行のもと行います。それでは、よろしくお願いします。 

 

 議案第 1 号 松島町勤労青少年ホーム管理規則の一部改正について 

〔内海教育長〕議案第 1 号 松島勤労瀬少年ホーム管理規則の一部改正についてを議題とします。 

 事務局から提案理由の説明を求めます。 

〔児玉次長〕議案第 1 号 松島町勤労青少年ホーム管理規則の一部改正について。このことについて、教育長に

対する事務委任規則第 2 条第 1 項第 2 号の規定により、別紙のとおり提出する。 

 令和元年 12月 20 日提出、松島町教育委員会教育長名でございます。 

新旧対照表をごらん、お開きいただきたいと思います。 

 前回、勤労青少年ホームの条例に関して改正について報告案件でご説明しておりますが、産業観光課所管の施

設ということで、そちらで提案をしまして 12 月議会で全員賛成で条例のほうは可決しております。条例に合わせ

た規則改正ということについては、規則は教育委員会の事務委任で条例の施行に関することということが教育委

員会に事務委任されておりまして、教育委員会で規則改正をさせていただくものでございます。 

 内容につきましては、条例で勤労青少年ホームの運営委員会というのを削除させていただきまして、教育委員

会の方で実際の運営管理を所管しているということもあり、社会教育委員の会議やこの教育委員会議で利用状況

を今後の方向性とかいろいろご協議いただくということに整理させていただきたいということで条例の方は説明

し、議会で全員賛成していただいておりますので、それに合わせた文言の整理でございます。 

 あと、前に、平成 17 年に改築する前まで勤労青少年ホーム体育館というのがありまして、それが今図書室にな

っております。今の利用は図書室の利用と一般住民が自主グループで使っているというのが主流でございまして、

勤労青少年の方が個別に使うという利用実態ではもう 10 年以上なくなっているという実態もあります。そこで、

対象者を青少年等ということで一般町民まで広く対象として入れ、図書室ということは明記されていませんでし

たので、それを入れさせていただきたいということでございます。 

 一般質問でありましたジェンダーレスということへ配慮いたしまして、ここでは割愛させていただいておりま

すが、利用申請書の様式の方では男何名、女何名というところを何人というだけの表の表記でつくっているとこ

ろでございます。ほかの施設関係も男何名、女何名というのがまだありますので、一つ一つちょっと整理をして、

様式については、今在庫の分は使わせていただきまして、次の印刷からは新しい男女の記載が不要な状態にした

いと思っています。ただし、教育委員会学校教育班とか、住民基本台帳法とか学校教育法で、必ず児童生徒の要

録や台帳ではまだ性別記述が必要になっておりますので、学校教育の方の関係の申請書は性別を省くことがまだ

できないですが、そういったあたりのご相談があればご本人やご家族に配慮した対応をしていきたいと思ってい
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ます。規則に関しましては、条例の施行が 4 月 1 日ですので、この規則も 4月 1 日施行ということでございます。

よろしくお願いいたします。 

〔内海教育長〕議案の提案理由の説明を終わります。質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（質疑）  

瀨野尾委員 

 

 

児玉次長 

 

 

 

 

 

 

瀨野尾委員 

 

 

 

児玉次長 

 よろしいですか。これは前回の提案のときに関係するのかと思うのですが、1階の部分をいわ

ゆるパソコンルームを別な仕様に変えるというお話がありました。図書室の場所は今のとおりで

これから先もう少しあそこを広げるとか、そういう考えはないですか。 

 図書室は、前の体育館を改築していますので、あれを改造して拡大というのはちょっと無理な

構造になっていますので、図書室自体は拡大できないのですが、この1階の研修室を一般の個別

の自主グループの利用の申請がなければ、例えば読み聞かせに使っていただくとか、ちょっと図

書室で勉強する人が多かったら、特に手続なしで勉強に使っていいよとか、そういった意味で少

し自由度をもった運営にしていきたいということで館長とお話ししております。読み聞かせ自主

グループ2グループがこの勤労青少年ホームを活動拠点にしておりまして、そういった活動にも

使える部屋になるのかと思います。 

 そのように考えていただければありがたいんですが、まだ数は多くないんですけれども、子ど

もたちが時々図書室で勉強しているんですね。あれはやはり少人数だけれども、子どもにとって

静かな環境をなかなか家庭で得られない子には、とても有用な場所なので、今のように今までの

パソコンルームをそういうように拡大して使わせてもらえればこれから先いいかなと思います。 

 追加でございますが、勤労青少年ホームを窓口業務、受付とか図書司書補助、図書司書の業務

ですね、貸出とかを4月以降に町内の障害者福祉施設に業務委託を考えておりまして、それを議

会で債務負担設定をかけさせていただいております。一般にそういった業務を委託する場合は入

札になるんですが、地方自治法施行令の中でも障害者施設の就労雇用への配慮ということで認め

られておりまして、事務局サイドといたしましては業務委託で臨時職員にしていただいている部

分をしていただきまして、障害者で通所している方が図書の司書の助言のもとで本を片づけた

り、週に1回ぐらいはコーヒーやパンを出したり、ボランティアの人にどんどん入っていただい

たりというような、そういった障害者の方の就労訓練の場でもあり、地域の方のホットステーシ

ョン的に活用していただけるような業務委託にしていけないかなということで考えております。

議決いただきましたので、その社会福祉法人の方とご相談をして、4月からの準備をしていきた

いなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

〔内海教育長〕他にございませんか。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

 それでは、議案第 1 号について採決をします。本案に賛成の委員は挙手を願います。（挙手全員）採決の結果、

議案第 1 号については賛成全員で可決されました。 

 議事が終わりましたので、進行を事務局にお返しします。 

〔佐藤主査〕ありがとうございました。 

 

６．協議事項 

 （1）令和 2年 1 月定例会について 

   日程案：令和 2 年 1 月 31 日（金）午前 10 時 00 分 松島町役場 3 階 301 会議室 

〔佐藤主査〕それでは、6 番、協議事項に移ります。（1）令和 2 年 1 月定例会について、日程案として 1 月 31

日金曜日、午前 10 時から松島町役場 3 階 301 会議室で予定しています。この日程でよろしいでしょうか。（「は

い」の声あり）ありがとうございます。 

 

 （2）松島中学校視察について 

   日程案：令和 2 年 1 月 31 日（金）午前 8 時 40 分 松島町教育委員会集合 

〔佐藤主査〕続きまして、（2）松島中学校視察について、定例会が始まる前の午前 8 時 40 分に教育委員会に集

合していただきまして実施するということでよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）ありがとうございます。 

 

７．その他 

 （1）市町村等教育委員会新任委員等実務研修会 
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   日程案：令和 2 年 1 月 31 日（金）午前 10 時 30 分 ホテル白萩 

〔佐藤主査〕続きまして、7 番、協議事項に移ります。（1）市町村等教育委員会新任委員等実務研修会について、

日程として 1 月 31 日金曜日、午前 10時 30 分からホテル白萩で開催されます。定例会と重なりますが、安倍委員

が対象となりまして、教育委員として活動する上で必要となると思いますので、こちらに出席していただきたい

と思っております。よろしくお願いします。 

 

 （2）宮城県市町村教育委員・教育長研修会 

   日程案：令和 2 年 1 月 31 日（金）午後 1 時 30 分 ホテル白萩 

〔佐藤主査〕続きまして、（2）宮城意見市町村教育委員・教育長研修会について、日程として 1 月 31 日金曜日、

午後 1 時 30 分からホテル白萩で開催されます。こちらも定例会と重なっておりますので、定例会後に公用車でお

送りするようにしたいと思っております。後ほど、出欠を確認させていただきますのでよろしくお願いします。 

 

 最後に、全体を通してご質問等ございませんか。よろしいでしょうか。 

 それではここで、人事関係の議案を追加提案させていただきますので、担当職員以外について退席させていた

だきます。 

 

５．議事 

〔佐藤主査〕それでは、ただいま追加提案として配布させていただきました資料について議題にしたいと思いま

す。5番、議事に戻らせていただきまして、議案第2号を追加させていただきたいと思います。 

 議事は内海教育長の進行のもと行いますので、よろしくお願いします。 

 

 議案第 2 号 教育委員会職員の任免について 

〔内海教育長〕お諮りします。 

教育委員会職員の任免について、議案第 2 号として議題にしたいと思います。ご異議ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

異議なしと認めます。議案第 2 号について、議題とすることに決定しました。 

議案第 2 号 教育委員会職員の任免について を議題とします。 

 議案第 2 号については、人事に関する案件ですので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第 7

項の規定により、非公開として進めたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

 

【審議については非公開】 

 

〔内海教育長〕それでは、議案第 2 号について採決をします。本案に賛成の委員は挙手を願います。（挙手全員）

採決の結果、議案第 2 号については賛成全員で可決されました。 

 議事が終わりましたので、進行を事務局にお返しします。 

〔佐藤主査〕ありがとうございました。 

 

８．閉会  午前 11時 05 分 

〔佐藤主査〕それでは、松島町教育員会令和元年 12 月定例会を閉会したいと思います。 

 閉会の挨拶を瀨野尾教育長職務代理者よりお願いします。 

〔瀨野尾委員〕令和 2 年になっても松島の教育がよりよいものになるように私たちはこの教育委員会を、この会

議しか情報を得る機会がないですし、そして審議する場がないんですけれども、できるだけ開かれた教育員会で

あり、自由に討議でき、学校にとってよりよい教育環境になるように努力していきたいと思いますので、事務局

の方もどうぞその点、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 
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